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「指名委員会」及び「報酬委員会」の設置「指名委員会」及び「報酬委員会」の設置「指名委員会」及び「報酬委員会」の設置「指名委員会」及び「報酬委員会」の設置に関するお知らせに関するお知らせに関するお知らせに関するお知らせ    

 

当社は、平成 30年６月26日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名委員会」及び

「報酬委員会」を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．設置の目的 

  「指名委員会」及び「報酬委員会」は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役の指名、役員報酬

に関する事項等の決定に関して、独立社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会におけ

る意思決定に関わるプロセスの透明性・客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを

目的としております。 

 

２．役割 

  「指名委員会」及び「報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に対

して、答申いたします。 

 

 （指名委員会の主な審議事項） 

 ・役員の選解任に係る事項 

 

 （報酬委員会の主な審議事項） 

 ・役員の報酬の体系・制度に係る事項 

 

３．構成 

  「指名委員会」及び「報酬委員会」は、取締役会決議により選定された３名以上の委員（うち、過半

数は独立社外取締役）で構成されます。 

 

４．設置日 

 平成 30 年６月 26 日 

 

 以 上 

 


